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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パルスレーザ堆積による材料堆積装置であって、
　真空チャンバと、
　前記真空チャンバの内側に配置されている、基板を備えた基板ホルダであって、前記基
板は、第１、第２、及び第３の方向を有しており、前記３つの方向のそれぞれは互いに垂
直であり、前記基板は第１の方向において基板ホルダによって移動可能である、少なくと
も１つの基板ホルダと、
　前記真空チャンバの内側に配置されている、ターゲットを備えたターゲットホルダであ
って、前記ターゲットは、前記基板の前記第２の方向において実質的に全長に渡って延伸
しており、前記基板に平行であるターゲットホルダと、
　前記基板に堆積する材料のプラズマを生成し、前記ターゲット上でのレーザの入射位置
が前記基板の前記第２の方向に平行に移動可能である、少なくとも１つのターゲット照射
用レーザと、
　前記基板ホルダの動き及び前記ターゲット上の前記レーザの入射位置の動きを制御する
コントローラと
　を備え、
　前記コントローラは、運動方向から見て、前記レーザの入射位置が前記基板の末端に到
達すると、前記基板上の粒子の堆積を抑制しながら、前記レーザの入射位置を、前記基板
の最基端にリセットする、パルスレーザ堆積による材料堆積装置。
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【請求項２】
　前記レーザの入射位置の運動は、前記基板ホルダの運動と直線的に関連している、請求
項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記ターゲット上での前記レーザの入射位置のリセットの間に、プラズマプルームの前
記基板上での堆積を妨害するブロック手段を更に備える、請求項１又は２に記載の装置。
【請求項４】
　前記ターゲット上での前記レーザの入射位置は、前記ターゲットの表面に沿って前記第
１の方向に移動可能である、請求項１から３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項５】
　前記ターゲットは、前記第２の方向に前記基板の全長に渡って、少なくとも部分的に湾
曲しており、好ましくは円筒形である、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記ターゲットは、円筒形棒である、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記ターゲットは、前記基板の前記第２の方向に平行な軸の回りに回転可能である、請
求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記基板の前記第２の方向の長さは、少なくとも２０センチメートルである、請求項１
から７のいずれか１項に記載の装置。
【請求項９】
　前記基板は、エレクトロルミネセンス性材料の層を伴うガラスの層を備えている、請求
項１から８のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１０】
　パルスレーザ堆積による材料堆積装置であって、
　真空チャンバと、
　前記真空チャンバの内側に配置されている、基板を備えた基板ホルダであって、前記基
板は、第１、第２、及び第３の方向を有しており、前記３つの方向のそれぞれは互いに垂
直であり、前記基板は第１の方向において基板ホルダによって移動可能である、少なくと
も１つの基板ホルダと、
　前記真空チャンバの内側に配置されている、ターゲットを備えたターゲットホルダであ
って、前記ターゲットは、前記基板の第２の方向において実質的に全長に渡って延伸して
おり、前記基板に平行であるターゲットホルダと、
　前記基板に堆積する材料のプラズマを生成し、前記ターゲット上でのレーザの入射位置
が前記基板の前記第２の方向に平行に移動可能である、少なくとも１つのターゲット照射
用レーザと、
　前記基板ホルダの動き及び前記ターゲット上の前記レーザの入射位置の動きを制御する
コントローラと
　を備えるパルスレーザ堆積による材料堆積装置を用いたパルスレーザ堆積による材料堆
積方法であって、
　前記第１の方向に前記基板を一定に動かすことと、
　前記ターゲット上の前記レーザの入射位置を、前記第２の方向に見たとき、前記基板の
最基端から末端まで、前記第２の方向に一定の速度で動かすことと
　前記基板上の粒子の堆積を抑制しながら、前記第２の方向に見たとき、前記基板の前記
末端から前記最基端まで前記レーザの入射位置を後ろに動かすことと、
　からなる反復的なステップを備える、パルスレーザ堆積による材料堆積方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パルスレーザ堆積による材料堆積装置及びこの装置を用いた材料堆積方法に
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関する。
【背景技術】
【０００２】
　パルスレーザ堆積を使用すると、ターゲット材料は真空チャンバ中でレーザによって照
射される。励起によって、材料のプラズマプルームが生成され、このプラズマプルームは
、ターゲット上の入射位置に垂直な中心軸を有する。この材料のプラズマプルームは、基
板に向かっており、この基板上でプラズマプルームの粒子の堆積が起こる。
【０００３】
　幅広い適用分野において、パルスレーザ堆積を比較的大きな表面積に適用できることは
有益であるだろう。しかしながら、大表面積における現在利用可能なパルスレーザ堆積法
では、円形表面積以外の積層構造の生産、例えば大きな有機発光ディスプレイ（ＯＬＥＤ
ｓ）の生産はできない。そのような円形基板に限定された現在利用可能な方法の１つは、
欧州特許２１５９３００号に開示されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従って、本発明の目的は、前述した欠点を減少させるか、又は予防する装置を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この目的は、パルスレーザ堆積による材料堆積装置を用いて達成され、この装置は、
　真空チャンバと、
　前記真空チャンバの内側に配置されている、基板を備える基板ホルダであって、前記基
板は、第１、第２、及び第３の方向を有しており、前記３つの方向のそれぞれは互いに垂
直であり、前記基板は第１の方向において前記基板ホルダによって移動可能である、少な
くとも１つの基板ホルダと、
　前記真空チャンバの内側に配置されている、ターゲットを備えるターゲットホルダであ
って、前記ターゲットは、前記基板の第２の方向において実質的に全長に亘って延伸して
おり、前記基板に平行であるターゲットホルダと、
　前記基板に堆積する材料のプラズマを生成し、前記ターゲット上でのレーザの入射位置
が前記基材の第２の方向に平行に移動可能である、少なくとも１つのターゲット照射用レ
ーザと、
　基板ホルダの動き及びターゲット上のレーザの入射位置の動きを制御するコントローラ
と、を有する。
【０００６】
　その使用の際、前記基板は、第１の方向における前記基板ホルダの運動によって並進移
動し、同時に、前記表面上のプラズマプルームの第１の方向に垂直な第２の方向における
プラズマプルームの運動は、前記基板上にターゲット材料の層を生成する。
【０００７】
　プラズマプルームは粒子の分布からなり、前記基板上での第２の方向におけるプラズマ
プルームの運動の速度は、基板ホルダにおける基板の運動の速度よりも一般的に大きいた
め、前記基板及び入射位置の運動によって、一般的に、ターゲット材料の基板上における
均一な層が生成されるだろう。
【０００８】
　ターゲット上のレーザの入射位置の制御は、レーザを第２の方向に動かすこと及び／又
はレーザを傾斜させることの両方によって変化する。
【０００９】
　１つのターゲット材料の層を堆積させるためにターゲットの構成は、均一であってもよ
いが、もし異なる材料を一段階で積み重ねて堆積することが望ましいのであれば、不均質
であってもよい。この目標を達成するために、装置は１つ以上のターゲットを備える装置
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であってもよく、ターゲットの構成は、ターゲット毎に及び又はターゲットの中で異なっ
てもよい。
【００１０】
　複数のレーザが使用されてもよく、及び／又は、１つのレーザが様々なビームに分割さ
れてもよい。このようにして、複数の入射ポイントがターゲットの表面に作られる。第２
の方向のターゲットの長さは、例えば、複数のセグメントに区分されていてもよく、各レ
ーザビームは、プラズマプルームの生成において少なくとも１つのセグメントに及ぶ。そ
のようにして、同時に励起されるターゲット材料の量は増加し、堆積はより高速度で起こ
り得る。また、基板上にターゲット材料の線を第１の方向に生成するように、ターゲット
表面にわたって第２の方向に実質的に動かない１つ又は複数の個々の入射ポイントがター
ゲットの表面上に生成される。
【００１１】
　第１の方向は、基板の長さ方向又は幅方向から選択されてもよく、第２の方向は、それ
に応じて、長さ又は幅のもう一方の方向となるだろう。
【００１２】
　本発明に係る装置の実施形態では、レーザの入射位置の運動は、基板ホルダの運動と直
線的に関連している。
【００１３】
　ターゲット上の入射位置の運動を基板の運動に基板ホルダを用いて関連させることによ
って、この装置によって基板上に堆積された層の均一性は、更に増加する。入射位置の運
動と基板の運動との関連は、基板表面上のプラズマプルームの経路が線形であることを保
証する。非線形関係は、基材の表面に渡って層の厚みの違いを引き起こし、いくつかの適
用において、欠点となりうる。しかしながら、他の適用において、層の厚みの違いは利点
となり得る。
【００１４】
　本発明に係る装置の好ましい実施形態では、コントローラは、レーザの入射位置が基板
の末端に到達すると、レーザの入射位置を、運動方向から見て、基板の最基端にリセット
する。
【００１５】
　基板の最基端は、発生したプラズマプルームが基板上に粒子を堆積し始める端部であり
、その一方で、基板の末端は、プラズマプルームの経路が終了する端部である。生成され
たプラズマプルームが基端から末端に運動し、繰り返し運動で戻るように入射位置を動か
すことによって、基板の広い領域は、連続的なプロセスで、ターゲット材料によって堆積
され得る。
【００１６】
　複数のレーザビームが使用される場合、各レーザビームは、当該レーザビームのセグメ
ントに沿ってリセットするだけでよい。
【００１７】
　本発明に係る装置の更に好適な実施形態では、装置は、ブロック手段を更に備える。ブ
ロック手段は、ターゲット上での入射位置のリセットの間に、プラズマプルームの基板上
での堆積を妨害する。
【００１８】
　プルームが基板の末端に到達する位置まで入射位置が到達するとき、当該位置は、プル
ームが最基端にとどまるようにリセットされる必要がある。しかしながら、このリセット
運動は、プラズマプルームの各経路の間の距離の相違を引き起こし、それにより、層の均
一性、欠点の均一性、及び電気特性の均一性に悪影響を与える恐れがある。リセット運動
をしている際のレーザを妨害することで、不均一な層、不均一な欠点、及び不均一な電気
的性質を有する可能性は減少する。
【００１９】
　これらのブロック手段は、例えば、ターゲットと基板との間又はレーザ光源とターゲッ
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トの間に配置されるシールドを備えていてもよい。又は、本装置は、リセット処理の間タ
ーゲット材料が堆積される第２の基板を備えていてもよくよい。ブロック手段は、複数の
鏡又は複数のプリズムのような光学手段をも備えていてもよく、又はリセット運動の間に
レーザを妨害する他の手段をも備えていてもよい。ブロック手段は、リセット運動の間に
レーザをオフにする手段を備えていてもよい。
【００２０】
　本発明に係るその他の実施形態では、ターゲット上でのレーザの入射位置は、ターゲッ
トの表面に沿って第１の方向に移動可能でもある。
【００２１】
　適宜位置を変更することで、レーザはターゲットの異なる領域に命中する。これにより
、実現可能なターゲットの構成の違いによって、ターゲットの種々の領域が基材上に堆積
させられることを許容する。
【００２２】
　本発明に係る装置の好ましい実施形態では、ターゲットは、第２の方向の基板の全長に
渡って、少なくとも部分的に湾曲しており、好ましくは円筒形である。
【００２３】
　レーザがターゲットに命中するとき、プラズマプルームは入射位置の接線に垂直に生成
される。よって、入射位置が第１の方向に沿ってターゲット表面を移動したとき、生成さ
れるプラズマプルームの基材に対する角度は変わるであろう。その結果、粒子が基材に到
達するまでに粒子が移動する距離は変わる。プラズマプルーム中の粒子が、ターゲットと
基板の間の軌道で速度を落とすため、ターゲットの湾曲に沿った入射位置の変化は、粒子
が基板に到達したときの、粒子の動力学、例えば粒子速度、を調整することを許容する。
【００２４】
ターゲット材料を基板の広い表面領域に堆積させるために、入射位置がターゲットの表面
に沿って第２の方向においても変わるため、ターゲットは、基板の第２の方向に平行な方
向に一定な断面を有することが好ましい。
【００２５】
　本発明に係る装置の更なる好ましい実施形態では、ターゲットは円筒形棒である。
【００２６】
　円筒形棒は、一定の断面を有し、比較的容易に製造することができる。
【００２７】
　好ましくは、ターゲットは、基板の第２の方向に平行な軸の回りに回転可能である。
【００２８】
　前記軸の回りの円筒形棒の回転は、相当なアブレーションにも関わらずターゲットが円
筒形状を維持するように、ターゲットの湾曲に沿ったターゲットからの一定かつ一様な材
料のアブレーションを許容する。一定でないアブレーションは、ターゲットの表面の湾曲
において予期せぬ経時的な変化を招き、それによってプラズマプルームの角度を変化させ
るが、一方で、ターゲットの回転は、そのような変化を防ぎ、そうでなければ、少なくと
もこれらの変化をより予期しやすくする。
【００２９】
　本発明に係る装置のその他の実施形態では、基板の第２方向の長さは、少なくとも２０
センチメートルである。
【００３０】
　本発明に係る装置は、特に第２方向に少なくとも２０センチメートルの長さを有する基
板では、比較的大きな表面領域を皮膜することを許容する。より好ましくは、当該長さは
少なくとも３０センチメートルである。より好ましくは、当該長さは少なくとも５０セン
チメートルである。
【００３１】
　本発明に係る装置の更に他の実施形態では、基板は、エレクトロルミネセンス性材料の
層を伴うガラスの層を備えている。
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【００３２】
　少なくとも層構造の表層の堆積は、本発明に係る装置によって積層されることができる
。例えば第２方向に少なくとも５０センチメートルを有する、比較的大きな基板の面積が
選択されたとしても、本装置は大表面積ディスプレイの製造を許容する。
【００３３】
　本発明の目的は、本発明に係る装置を用いたパルスレーザ堆積による材料堆積方法を使
用して更に達成され、この方法は、
　第１方向に基板を一定の速度で動かすことと、
　ターゲット上のレーザの入射位置を、第２の方向でみたとき、基板の最基端から基板の
末端まで、第２方向に一定の速度で動かすことと、
　基板上の粒子の堆積を抑制しながら、第２の方向でみたとき、基板の末端から基板の最
基端までレーザの入射位置を後ろに動かすことと
　を備える反復的なステップを備える。
【００３４】
　プラズマプルームを第２の方向に基板の最基端から末端まで、及びその逆方向に一定の
速度で反復的に動かすことで、一般的に基板上のターゲット材料の均一な層を生成するこ
とができるだろう。前記速度は一般的に基板の一定速度よりも速い。
【００３５】
　プラズマプルームからの粒子の堆積を妨害することなくプラズマプルームが適宜動かさ
れるとすると、これらの運動は、基板表面での終わりのないＶ字運動を生成する。この運
動のため、プラズマプルーム、例えばプラズマプルームの中心軸、の通過の時間は、基板
の第２方向において変動するだろう。まず第１に、これは、基板上の層の不均一を引き起
こす。より重要なことには、そのような変動はダメージ量の違い又は基材上で得られた電
気的性質の違いを引き起こす。これを防ぐために、入射位置の逆運動の間において、基板
上におけるプラズマプルームからの粒子の堆積は抑制される。
【００３６】
　表面上でプラズマプルームの堆積パターンを変動させることで、もし必要であれば層構
造の厚みを変化させることもできる。これは、少なくとも一時的に基板の第１方向への運
動を、入射点の第２方向への運動に対して非線形にすることで達成される。
【００３７】
　一般的に、本発明に係る装置の使用は、例えば、様々な構造（特に大表面有機発光ディ
スプレイ（ＯＬＥＤｓ）又はＴＦＴｓ）の製造に利点がある。ＯＬＥＤｓは、透過型ＯＬ
ＥＤｓ又は上面発光形ＯＬＥＤｓを含む。
【００３８】
　ＯＬＥＤは、基板を有し、この基板は、ガラス製であれば好適である。基板は、その上
に２つの導電膜が堆積しており、それらの膜の間に発光エレクトロルミネセンス性の膜を
伴う。ＯＬＥＤｓは、層状に製造され、第２導電膜の発光エレクトロルミネセンス性の膜
の上部への堆積は、後者の膜へ損害を与える可能性があり、得られる装置の機能不全、例
えば、漏洩電流又は短絡の可能性を増加させる。現在利用可能なパルスレーザ堆積法それ
自体の適用は、そのような損害の可能性を増加させるが、本装置は、入射位置を変動させ
ることで粒子速度を調整することができる。本装置の適用は、特にＯＬＥＤｓの製造にお
いて、エレクトロルミネセンス層への不均一な損害の可能性を減少させる。少なくとも層
構造の上部の堆積は、本発明に係る装置によって製造される。もし、例えば、少なくとも
５０センチメートルの長さを第２方向に有する比較的大きな表面積が選択されたとしても
、本装置は大表面積ディスプレイの製造を許容する。
【００３９】
　アクティブ薄膜トランジスタ（ＴＦＴｓ）の生産において、本装置は、ＩＧＺＯ（イン
ジウムガリウム亜鉛酸化物）、ＺＴＯ（亜鉛スズ酸化物）、又はＺｎＯＮ（亜鉛酸窒化物
）のような高流動性材料を塗布するために使用され得る。ＴＦＴｓの製造に本装置を適用
することで、製品の不均一な電気的特性の可能性は特に減少する。
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【００４０】
　コントローラは、１つ又は複数の基板ホルダと、１つ又は複数のターゲットホルダと、
レーザと、自動化された堆積プログラムを実行するようにプログラムされたものとを制御
する手段を備えていてもよい。
【００４１】
　本発明のこれらの及びその他の特徴は、添付の図面と併せて説明される。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明に係る装置の実施形態の概略図。
【図２Ａ】ターゲットの湾曲に沿った入射位置の変動を伴う本発明に係る装置の実施形態
の平面図。
【図２Ｂ】ターゲットの湾曲に沿った入射位置の変動を伴う本発明に係る装置の実施形態
の平面図。
【図３】本発明に係る基板の堆積パターン。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　図１において、レーザ２と、円筒形棒形状のターゲット３と、基板４とを有する装置１
が示されている。ターゲット３にレーザ２を命中させることで、中心６を有する複数の粒
子のプラズマプルーム５は、基板４に向けて生成される。基板４は、少なくとも第１の方
向Ａにおいて移動可能であり、ターゲット３上のレーザの入射位置７は、第２の方向Ｂに
おいて変更可能である。基板４は、軸８の回りを方向Ｃに更に回転可能である。基板４の
方向Ａにおける運動、及びそれと同時に起こるターゲット３の表面上のレーザ２の入射位
置７の運動によって、プラズマプルーム５は、基板４上を繰り返しのパターンで移動させ
られる。
【００４４】
　ターゲット３上のレーザ２の入射位置７の運動は、図２Ａ及び図２Ｂに示されている。
図２Ａでは、生成されるプラズマプルーム５が、図２Ｂと比較して、基板４に対する比較
的短い距離１０ａを有するように、レーザ２の入射位置７は、選択されている。ここで、
プラズマプルーム５は、ターゲット３の表面の接線９ａに垂直である。この図において、
入射位置７が、ターゲット３の側面により向かって選択されると、その結果として、生成
されるプラズマプルーム５は、基板４に対するより長い距離１０ｂを有する。プラズマプ
ルーム５は、またターゲット３の表面の接線９ｂに垂直である。この長い距離１０ｂが原
因で、基板４の表面に命中するプラズマプルーム５の粒子の速度は遅くなり、基板４に損
害を与える可能性は減少する。
【００４５】
　図３は、明瞭性のために拡大した、基板４の表面の一部におけるプラズマプルーム５の
中心６の運動のパターンを示している。この運動において、基板４を第１の方向Ａに動か
しながら、プラズマプルーム５は、第１の縁１１から第２の縁１２の間を軌跡１３におい
て反復して動かされる。第１の縁から第２の縁１２への軌跡の１３ａにおいて、プラズマ
プルーム５からの堆積は基板４上で起こり、破線で示す復路１３ｂにおいて基板４上で堆
積は抑えられる。基板４の動きが一定であるため、プラズマプルーム５のその後の経路１
４ａ，ｂ，ｃの間での時間及び距離は共に、基板４の第２の方向Ｂ及び第１の方向Ａにお
いて同一であり、それによって不均一な堆積の可能性を減少させ、より重要なことには、
基板４への不均一な損害又は基板４の不均一な電気的性質の可能性を減少させる。
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